
議案第３８号  

 

専決処分の承認について  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定

により、別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により

これを報告し、承認を求める。  

 

令和５年５月１５日  

 

提出者   瑞穂町長    杉  浦  裕  之  

 



専  決  処  分  書  

 

 

次の事項について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）  

第１７９条第１項の規定により専決処分する。  

 

 

 

 令和５年度瑞穂町一般会計補正予算（第２号）  

 

 

 

令和５年４月２８日  

 

 

 

瑞穂町長    杉  浦  裕  之  



 

 

 令和５年度瑞穂町一般会計補正予算（第２号） 

 

 令和５年度瑞穂町一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２２，４８９千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１４，７７３，４２４千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 

  令和５年４月２８日専決 

 

                     瑞穂町長   杉 浦 裕 之 















206 361

206 361

195

195

19,128 27,663 90,141 49,609 10,391 4,140 116 371,974 12,065 147,564 1

371,974 12,065 147,564 1

195

19,128 27,663 90,141 49,804 10,391 4,140 116

732,987 1,573,543 278,762 1,852,305

195 195 195

732,792 1,573,348 278,762 1,852,110840,556

206 8

206 8

840,556

1

14,140

116

116 427,217 12,065 147,564

16,173 147,564427,217 12,065

16,173

4,14019,128 27,663 90,141 49,804

19,128 27,663 90,141 49,609

195 195

840,556 793,817 1,945,274 320,341 2,265,615

310,901 840,556 794,012 320,341 2,265,8101,945,469

310,901

8



195195 195

371,926 41,579 413,505

310,901 61,025

61,025

5,782 55,243

55,2435,782

371,926 41,579 413,505

310,901

0 353

0 353

9


